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自立支援・介護予防が必要となる背景

• 少子高齢化
• 生産人口の減少
• 一人暮らし高齢者の増加
• 社会保障費（医療・介護）の増大

• 介護人材の不足（訪問介護職の4人に1人が65歳以上）

• 介護離職・ビジネスケアラーの増加
• 介護認定者は軽度者の割合が高い

自立支援・介護予防の仕組みを展開して、高齢者が住み
慣れた地域で元気に過ごせる地域作りが重要

健康寿命社会の実現





介護保険法の目的

第１条（目的）

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態と
なり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の

医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ
自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福
祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設
け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及
び福祉の増進を図ることを目的とする。

第２条（介護保険）

１ 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態（以下「要介護状態等」とい
う。）に関し、必要な保険給付を行うものとする。

２ 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われると
ともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。（以下 略）
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基準 現行の通所介護相当 多様なサービス

サービス
種別

① 通所介護
② 通所型サービスＡ
（緩和した基準によるサービ

ス）

③ 通所型サービスＢ
（住民主体による支援）

④ 通所型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

サービス
内容

通所介護と同様のサービス
生活機能の向上のための機能訓練

ミニデイサービス
運動・レクリエーション
等

体操、運動等の活動な
ど、自主的な通いの場

生活機能を改善するため
の運動器の機能向上や栄
養改善等のプログラム

対象者と
サービス
提供の考
え方

○既にサービスを利用しており、サービスの利用
の継続が必要なケース
○「多様なサービス」の利用が難しいケース
○集中的に生活機能の向上のトレーニングを行
うことで改善・維持が見込まれるケース
※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し
ていくことが重要。

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援
等「多様なサービス」の利用を促進

・ADLやIADLの改善に向け
た支援が必要なケース
等

※3～6ケ月の短期間で実
施

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の
最低限の基準

内容に応じた独自の基準

サービス
提供者
（例）

通所介護事業者の従事者
主に雇用労働者

＋ボランティア
ボランティア主体

保健・医療の専門職
（市町村）

②通所型サービス （Ｐ23～）※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

○ 通所型サービスは、現行の通所介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。

○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支
援、保健・医療の専門職により短期集中で行うサービスを想定。

③その他の生活支援サービス （Ｐ24～）

○ その他の生活支援サービスは、①栄養改善を目的とした配食や、②住民ボランティア等が行う見守
り、③訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援（訪問型サービス・通所
型サービスの一体的提供等）からなる。



Ｃ型を軸に入口、出口の戦略をイメージ
川の流れが滞ることなくスムーズに流れるようにする

入口
総合相談窓口強化
住民向け啓発
医療機関向け
広報活動

一体的実施・・・

出口
受け皿づくり

SCの活用
モニタリング
フォローアップ
一般介護予防・・・

Ｃ型
運動・栄養・口腔
セルフマネジメント
リスク管理
人材確保
事業所確保・・・・



【財源構成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
12.5%

1号保険料
22%

2号保険料
28%

【財源構成】

国 39%

都道府県
19.5%

市町村
19.5%

1号保険料   
22%

介護予防給付
（要支援1～２）

介護予防事業
又は介護予防・日常生活支援総合事業

○ 二次予防事業
○ 一次予防事業
介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。

包括的支援事業

○地域包括支援センターの運営
 ・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援

  業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業

介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○ 介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○ 一般介護予防事業

包括的支援事業
○ 地域包括支援センターの運営

（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○ 在宅医療・介護連携推進事業

○ 認知症総合支援事業
（認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・ケア

向上事業 等）

○ 生活支援体制整備事業
（コーディネーターの配置、協議体の設置 等）

介護予防給付（要支援1～２）

充
実

改正前と同様

事業に移行
訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

多
様
化

任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５）

＜改正前＞ ＜改正後＞介護保険制度

全市町村で
実施

新しい地域支援事業の全体像
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出典：平成30年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「地域支援事業の連動性を確保するための調査研究事業報告書」三菱UFJリサーチ＆コンサルティング









出典：平成30年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「地域支援事業の連動性を確保するための調査研究事業報告書」三菱UFJリサーチ＆コンサルティング





令和６年度老人保健健康増進等事業

「地域包括支援センターにおける介護予防サービス計画
等の作成へのリハビリテーション専門職の効果的な関与
やＡＩ・ＩＣＴ等を活用した効率化に関する調査研究事業」



厚生労働省資料より



厚生労働省資料より



地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加協同に関する検討会資料より





厚生労働省資料



出典：平成30年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「地域支援事業の連動性を確保するための調査研究事業報告書」三菱UFJリサーチ＆コンサルティング
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